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＜これまでの経緯＞
 有毒ガス防護措置を追加した再処理事業変更許可申請（4⽉28⽇申請）につ
いて，5⽉17⽇，6⽉28⽇，9⽉27⽇の審査会合での指摘事項に対し適切な
回答ができておらず，審査が進んでいない状況にある。

 この理由として，これまでの検討では，有毒ガス影響評価ガイドを出発点とし，実
⽤発電炉の審査実績をもとに有毒ガス防護を考えていた。本来は，再処理施設の
安全設計の考え⽅に基づいて検討し，整理する必要があった。

 したがって，再処理施設の安全設計に⽴ち返って，再処理施設の有毒ガス防護
措置を整理し直すこととした（11⽉15⽇の審査会合にて説明）。

＜本⽇の説明内容＞
 再処理施設の安全設計の全体像（基本⽅針）と，その中での有毒ガス防護の
位置付けを明確にした上で，基本⽅針に沿った有毒ガス防護の考え⽅を⽰す。

 基本⽅針に沿った有毒ガス防護の考え⽅に基づき，これまでの指摘事項も踏まえ
つつ，再処理施設の有毒ガス防護措置を再整理する⽅針を⽰す。

１．有毒ガス防護に係る対応⽅針について
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（１）再処理施設への影響を考慮する有毒ガスの想定
有毒ガス防護措置を検討する上で，発⽣源となる有毒ガスを整理する。

① 再処理施設及びその周辺において，有毒ガスの発⽣メカニズム（揮発，分解，
接触，燃焼等）に基づき，再処理施設へ影響を与え得る有毒ガスの発⽣源
を整理

② その上で，設計上考慮する事象に基づき，有毒ガスの発⽣要因及びそれによ
り発⽣が想定される有毒ガスを整理

 安全設計の基本⽅針に沿って，有毒ガス防護の考え⽅を以下の通りまとめる。
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３．安全設計の基本⽅針に沿った有毒ガス防護の考え⽅（１/２）
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 上記のとおり整理した有毒ガス防護措置については，要求事項への適合性の説明
という観点で，申請書で担保すべき事項を整理し，既許可に反映済みの有毒ガ
ス防護措置との差分について，事業変更許可申請書に反映する。

（２）有毒ガス防護措置の決定
設計上考慮する事象に基づき発⽣が想定される有毒ガスに対し，有毒ガス防護
対象となる設備及び要員への影響を評価し，有毒ガス防護措置を定めるとともに，
妥当性を確認する。

① 設計上考慮する事象に応じて，有毒ガスの発⽣場所や放出経路等の条件を
考慮して影響評価を⾏い，安全確保のための対応を⾏う設備及び要員に適し
た有毒ガスの検知⼿段及び防護対策を決定

② 有毒ガス防護措置について，有毒ガスの発⽣と同時に起こり得る他のハザード
も考慮し，設備及び要員による安全確保のための対応が成⽴することを確認

３．安全設計の基本⽅針に沿った有毒ガス防護の考え⽅（２/２）






